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武
里
地
区 

 

香
取
神
社
【
一
の
割
】 

ご
祭
神
は 

 

経
津

ふ

つ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

 

宇
迦
之

う

が

の

御
魂

み
た
ま
の

神 か
み 

 
 

 

事
代

こ
と
し
ろ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

 

建 た
け

御
名
方

み

な

か

た

の

神 か
み 

 

菅
原
道
真

す
が
は
ら
の
み
ち
ざ
ね 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
。
口
碑
に
よ
る
と
、
昔
、
蝦
夷
【
え
ぞ
】
堤
に
あ
っ
た
の
を
天
正
年
間
、
大
熊
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弾
正
と
い
う
人
が
、
現
在
地
に
移
し
奉
り
し
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
「
香
取
社
」
村
の
鎮
守
に
て
圓
福
寺
あ
づ
か
れ
り
、
村
内
に
わ
ず
か
の

堤
あ
り
、
当
所
に
て
は
其
名
を
唱
へ
ざ
れ
ど
、
粕
壁
宿
の
辺
に
て
は
江
曾
堤
と
よ
べ
り
、
此
社
古
へ
其

堤
上
に
あ
り
し
を
、
前
に
い
へ
る
井
上
将
監
及
び
大
熊
弾
正
な
ど
い
へ
る
も
の
、
力
を
合
わ
せ
当
所
に

引
移
せ
り
と
云
、
文
録
元
年
圓
福
寺
の
住
僧
祖
岌
が
書
せ
し
縁
起
あ
り
、
其
略
に
当
社
元
新
方
領
の
惣

鎮
守
に
て
、
本
地
十
一
面
観
音
は
行
基
の
作
な
り
、
昔
亨
徳
三
年
末
太
郎
と
い
へ
る
も
の
、
【
◎
註
後
述

参
照
】
奇
異
の
霊
護
を
蒙
り
、
鰐
口
を
寄
進
せ
り
、
又
平
方
村
林
西
寺
中
興
呑
龍
和
尚
立
願
せ
し
に
、

其
験
あ
り
し
こ
と
な
ど
、
こ
ま
ご
ま
と
書
つ
づ
れ
ど
、
さ
せ
る
証
と
す
べ
き
こ
と
も
あ
ら
ざ
れ
ば
、
其

要
を
摘
て
こ
こ
に
録
す
。
鰐
口
の
図
つ
ぎ
の
如
し
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
他
に
三
島
社
・
稲
荷
社
が
あ
る
。 

◎
註 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
の
文
中
末
太
郎
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い 

る
。 
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氏
を
井
上
と
称
し
先
祖
を
将
監
と
云
、
岩
槻
城
主
太
田
十
郎
氏
房
に
仕
へ
、
当
所
に
於
て
永
五
十
貫

文
を
賜
ひ
、
氏
房
没
後
の
後
跡
を
民
間
に
か
く
せ
り
、
男
子
二
人
あ
り
、
長
男
を
三
郎
左
衛
門
と
云
、

次
男
某
十
四
歳
に
て
剃
髪
し
平
方
村
林
西
寺
に
住
職
し
、
然
誉
呑
龍
と
号
し
、
後
高
徳
の
聞
こ
え
あ

り
、
三
郎
左
衛
門
が
子
も
又
父
の
名
を
襲
い
夫
よ
り
連
綿
と
し
て
当
所
に
居
住
し
今
の
弥
平
太
に
至

る
、
前
に
も
出
せ
る
香
取
社
鰐
口
の
本
願
末
太
郎
と
い
へ
る
は
、
こ
れ
が
先
祖
な
る
べ
し
と
い
へ
ど
、

其
詳
ら
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
香
取
社
「
村
社
」
字
諏
訪
耕
地
に
あ
り
、
経
津
主
命
を
祀
る
。
祭
日
三

月
十
五
日
・
七
月
十
三
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

神
社
行
事 

 

春
祭
三
月
一
日
・
例
祭
七
月
十
三
日
・
秋
祭
十
一
月
二
十
七
日 

伝
統
行
事 

 

不
詳 
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稲
荷
社
【
一
の
割
】 

ご
祭
神
は 

 

宇
迦

う

が

の

御
魂

み
た
ま
の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
等
は
不
詳 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
稲
荷
社
、
円
福
寺
持
ち
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
稲
荷
社
「
平
社
」
村
の
中
央
字
下
根
耕
地
に
あ
り
、
宇
迦
御
魂
命
を
祀

る
。 

 

祭
日
二
月
初
午
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
他 
 

不
詳 
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稲
荷
社
【
一
の
割
】 

ご
祭
神
は 

 

宇
迦

う

が

の

御
魂

み
た
ま
の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
等
は
不
詳 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
稲
荷
社
「
平
社
」
村
の
南
方
字
島
耕
地
に
あ
り
、
祭
日
は
二
月
初
午
と

記
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
他 

 
 

 

不
詳 
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稲
荷
社
【
一
の
割
】 

ご
祭
神
は 

 

倉 う
が

稲 の

魂
み
た
ま
の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
等
は
不
詳 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
稲
荷
社
「
平
社
」
村
の
北
方
字
上
中
耕
地
に
あ
り
、
祭
日
末
完
と
さ
れ
て

い
る
。 

そ
の
他 

 
 

不
詳 
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三
島
社
【
一
の
割
】 

ご
祭
神
は 

 

大
山
咋
衹

お
お
や
ま
さ
く
き
の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
等
は
不
詳 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
三
島
社
、
円
福
寺
持
ち
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
三
島
社
「
平
社
」
村
の
艮
の
方
字
上
根
耕
地
に
あ
り
、
祭
日
四
月
七
日

と
あ
る
。 

そ
の
他 

 
 

不
詳 
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諏
訪
社
【
一
の
割
】 

ご
祭
神
は 

 

建 た
け

御
名
方

み

な

か

た

の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
等
は
不
詳 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
平
社
」
村
の
東
方
字
諏
訪
耕
地
に
あ
り
、
祭
日
八
月
二
十
七
日
と
あ
る
。 

  

須
賀
稲
荷
神
社
【
備
後
】 

ご
祭
神
は 

 

豊
受
姫

と
よ
う
け
ひ
め
の

神
み
こ
と 

 

境
内
社
に
菅
原
道
真
を
祀
る
。 
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由
緒
・
沿
革 

 
鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
口
碑
に
よ
れ
ば
、
第
四
十
四
代
順
徳
天
皇
の
御
世
の
建
暦
元
年
【
一
、

二
一
一
】
に
当
所
の
城
主
春
日
部
治
部
尐
輔
の
建
立
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

◎
関
東
八
州
三
社
稲
荷
【
王
子
・
佐
野
・
備
後
須
賀
】
の
随
一
の
稲
荷
神
社
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
稲
荷
社
、
一
つ
は
勝
林
寺
持
ち
、
【
◎
こ
れ
即
ち
備
後
須
賀
稲
荷
神

社
な
り
】
と
あ
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
稲
荷
社
「
平
社
」
村
の
西
方
字
須
賀
に
あ
り
、
宇
迦
御
魂
命
を
祀
る
。

祭
日
二
月
十
一
日
・
三
月
初
午
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
備
後
須
賀
稲
荷
社
縁
起
』
…
元
文
六
年
【
一
、
七
四
〇
】
武
州
埼
玉
郡
新
方
領
備
後
村
稲
荷
山
宝

珠
院
勝
林
寺
二
十
三
世
浄
与
和
尚
が
書
せ
し
文
書
を
三
十
世
亨
雄
和
尚
が
要
約
し
た
も
の
が
あ
る
。 

 

須
賀
稲
荷
神
社
は
、
人
皇
第
八
十
四
代
順
徳
天
皇
の
建
暦
元
年
、
春
日
部
治
部
尐
輔
が
建
て
ら
れ
た

も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
稲
荷
の
本
地
は
、
十
一
面
観
音
で
あ
る
。
当
社
は
関
東
三
稲
荷
の
随
一
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で
、
三
社
と
は
、
王
子
稲
荷
・
佐
野
稲
荷
と
こ
の
備
後
須
賀
稲
荷
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
関
東
地
方
の
な

か
ば
は
海
で
、
城
主
治
部
尐
輔
の
館
は
、
八
木
崎
と
い
う
岬
の
八
幡
山
に
あ
り
、
こ
の
須
賀
原
は
、
海

中
の
小
島
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
島
か
ら
不
思
議
な
光
が
こ
う
こ
う
と
さ
し
、
海
中
を
照
ら
す

こ
と
一
年
に
も
及
び
魚
類
は
み
ん
な
逃
げ
て
し
ま
い
、
漁
夫
は
漁
が
で
き
ず
、
困
り
果
て
て
城
主
に
申

し
い 

 

で
た
。
城
主
は
処
々
島
の
中
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
一
本
の
枯
木
が
あ
り
、
そ
の
朽
ち
た
所
か

ら
光
が
出
て
い
た
の
で
探
る
と
、
観
音
像
が
あ
っ
た
の
で
、
不
思
議
に
思
っ
て
像
を
城
に
持
ち
帰
り
、

城
中
に
祀
っ
て
拝
し
て
お
っ
た
。
あ
る
時
何
処
の
国
の
人
と
も
判
ら
な
い
一
人
の
僧
が
、
お
城
に
ま
い

り
、
施
し
を
求
め
た
。
門
番
は
そ
の
僧
が
普
通
の
者
で
な
い
の
を
悟
り
、
城
主
に
告
げ
た
。
城
主
は
早

速
そ
の
僧
を
呼
ん
で
尊
像
を
拝
ま
せ
た
。
す
る
と
僧
は
驚
い
て
『
こ
の
本
尊
は
、
何
処
か
ら
持
っ
て
参

っ
た
の
か
』
と
尋
ね
た
。
城
主
は
「
須
賀
島
か
ら
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
話
す
と
、
僧
は
「
不
思
議

な
こ
と
も
あ
る
も
の
か
な
」
と
い
っ
て
謹
ん
で
三
た
び
礼
拝
し
た
。
城
主
は
怪
し
ん
で
、
そ
の
訳
を
尋

ね
る
と
、
「
こ
の
本
尊
は
唐
の
国
か
ら
渡
っ
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
て
、
次
の
よ
う
な
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話
を
し
た
。
『
昔
、
弘
法
大
師
が
唐
の
国
へ
渡
り
、
文
殊
菩
薩
の
教
え
を
受
け
し
時
、
法
門
契
約
の
印
と

し
て
菩
薩
か
ら
授
け
ら
れ
し
も
の
で
、
契
約
本
尊
と
申
し
上
げ
る
。
大
師
は
そ
の
尊
像
を
頂
き
、
帰
朝

後
、
備
後
国
へ
安
置
し
た
が
、
そ
の
後
、
備
後
国
は
兵
乱
し
き
り
に
お
こ
り
、
国
中
が
穏
や
か
で
な
い

の
で
、
難
を
避
け
て
東
国
へ
移
る
者
達
が
多
く
な
り
、
こ
の
像
を
安
置
し
て
い
た
寺
の
人
達
も
、
像
を

奉
じ
て
船
で
東
国
へ
下
り
し
時
、
途
中
海
上
で
暴
風
雤
に
逢
い
、
海
が
荒
れ
て
難
破
す
る
船
が
多
く
困

難
を
極
め
た
。
そ
の
際
、
こ
の
尊
像
を
安
置
し
た
船
は
難
を
逃
れ
て
一
人
の
怪
我
人
も
な
く
岸
に
た
ど

り
着
い
た
。
船
人
は
、
不
思
議
に
思
い
「
こ
れ
は
尊
像
の
ご
利
益
だ
。
」
と
尊
像
に
お
礼
を
申
し
上
げ
よ

う
と
し
た
と
こ
ろ
、
忽
ち
尊
像
は
い
ず
く
と
も
な
く
、
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
て
、
所
在
が
わ
か
ら
な
く

な
っ
た
。
こ
の
尊
像
は
確
か
に
今
話
し
た
尊
像
に
違
い
な
い
、
今
回
機
縁
が
あ
っ
て
、
こ
こ
に
拝
む
こ

と
が
で
き
ま
し
た
」
と
話
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
あ
る
夜
、
城
主
は
夢
で
、
白
髪
・
白
髭
の
老
人
が
枕
元

に
立
っ
て
「
わ
れ
は
稲
荷
大
明
神
な
り
、
あ
の
島
に
社
を
建
て
よ
。
わ
れ
関
東
の
守
護
と
な
ろ
う
」
と

告
げ
ら
れ
た
。
城
主
は
夢
覚
め
て
恐
れ
畏
み
、
こ
の
社
を
建
立
し
た
と
、
縁
起
に
書
さ
れ
て
い
る
。 
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『
備
後
』
の
地
名
の
起
源
は
こ
の
伝
説
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
ら
し
い
。
『
地
名
誌
』
に
備
後
国
名

の
伝
播
地
と
し
て
い
る
。 

 

明
治
六
年
『
村
社
』
に
列
格
。
明
治
四
十
一
年
十
二
月
二
十
八
日
、
幣
帛
供
進
神
社
に
指
定
。
明
治

四
十
五
年
三
月
、
同
字
稲
荷
社
を
合
祀
す
る
。 

 

昭
和
二
十
四
年
十
月
十
八
日
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

神
社
行
事 

 

春
祭
二
月
二
十
日
・
例
大
祭
四
月
十
五
日
・
秋
祭
十
一
月
二
十
五
日 

伝
統
行
事 

 

三
月
の
初
午
の
日
【
最
近
は
第
一
日
曜
日
】
に
行
な
わ
れ
て
い
る
行
事
が
今
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
。 

 

そ
の
方
法
は
祭
の
前
日
を
「
ヨ
イ
ミ
ヤ
」
と
い
っ
て
夕
方
に
な
る
と
当
番
の
家
に
迎
え
て
お
い
た
『
御

神
輿
』
を
神
社
へ
担
ぎ
込
み
、
安
置
し
て
手
打
ち
式
を
行
な
う
。
祭
当
日
は
、
早
朝
に
若
衆
が
神
社
か

ら
『
御
神
輿
』
を
祭
当
番
の
家
へ
移
し
再
び
神
社
へ
担
ぎ
込
む
。
さ
ら
に
、
夜
更
け
て
も
う
一
度
神
社
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か
ら
『
御
神
輿
』
は
祭
当
番
の
家
へ
渡
御
し
て
、
そ
の
家
へ
一
泊
す
る
。【
当
番
の
家
が
御
旅
所
と
な
る
。
】

こ
の
祭
り
の
形
態
は
古
い
伝
統
的
な
形
態
で
あ
る
。
【
最
近
は
住
民
の
生
活
様
式
も
変
化
し
て
き
た
の
で
、

こ
の
御
旅
所
は
風
習
だ
け
を
残
し
て
、
『
御
神
輿
』
は
社
務
所
に
安
置
す
る
方
法
に
変
更
し
た
。
】
頭
屋

祭
【
と
う
や
ま
つ
り
】
の
名
残
り
を
留
め
て
い
る
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
御
旅
所
の
儀
が
終
わ
る
と
、

当
番
は
酒
、
肴
を
用
意
し
て
社
務
所
を
訪
れ
若
衆
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
。 

◎
こ
の
稲
荷
神
社
は
『
子
育
て
稲
荷
』
と
し
て
の
、
信
仰
が
あ
る
。 

祭
当
日
は
里
へ
帰
っ
て
来
た
嫁
達
の
参
詣
で
賑
わ
う
。
特
に
子
供
の
夜
泣
き
に
は
霊
験
あ
ら
た
か
で
、

境
内
に
あ
る
「
ワ
ラ
ジ
」
小
屋
に
納
め
ら
れ
て
い
る
「
ワ
ラ
ジ
」
を
借
り
て
子
供
の
枕
元
に
置
く
と
、

夜
泣
き
が
直
る
と
言
う
伝
え
が
あ
る
。
翌
年
に
は
新
し
い
「
ワ
ラ
ジ
」
を
お
返
し
と
し
て
奉
納
す
る
。 

 

こ
の
「
ワ
ラ
ジ
」
は
三
個
で
一
組
に
な
っ
て
い
る
。
【
後
述
参
照
】 

伝
説 

 

こ
の
稲
荷
神
社
は
別
名
が
あ
る
。
【
禁
忌
の
名
称
な
の
で
省
略
す
る
。
】
そ
の
理
由
は
稲
荷
様
の
ご
眷
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属
の
「
キ
ツ
ネ
」
が
三
本
足
だ
か
ら
と
い
う
。
こ
れ
は
あ
る
時
「
キ
ツ
ネ
」
が
犬
に
追
わ
れ
て
「
モ
ロ

コ
シ
畑
」
か
ら
「
シ
ョ
ウ
ガ
畑
」
に
入
っ
て
逃
げ
た
が
、
そ
の
際
、
「
キ
ビ
」
の
切
り
株
で
足
を
怪
我
し

て
三
本
足
に
な
っ
た
と
言
う
伝
説
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
稲
荷
神
社
」
の
氏
子
は
今
で
も
「
犬
」
を

飼
わ
な
い
。
ま
た
、
「
モ
ロ
コ
シ
」
や
「
シ
ョ
ウ
ガ
」
を
栽
培
し
な
い
慣
習
が
あ
る
。 

  

香
取
神
社
【
備
後
】 

ご
祭
神
は 

 

経
津

ふ

つ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

 

宇
迦
之

う

が

の

御
魂

み
た
ま
の

神 か
み 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
口
碑
に
よ
れ
ば
、
文
明
の
頃
【
一
、
四
六
九
～
一
、
四
八
六
】
の
創
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立
と
言
う
言
伝
え
も
あ
る
。
鎮
座
当
時
は
、
上
・
中
・
下
組
の
鎮
守
で
あ
っ
た
が
、
明
和
年
間
【
一
、

七
六
四
～
】
下
組
は
雷
電
社
を
鎮
守
と
し
て
奉
祀
し
、
分
離
し
た
。
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
香
取
社
村
の
鎮
守
な
り
、
真
福
寺
持
ち
、
末
社
に
浅
間
・
弁
天
・

稲
荷
秋
葉
・
三
峰
・
稲
荷
合
社
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
香
取
社
「
村
社
」
一
の
縄
に
あ
り
、
経
津
主
命
を
祀
る
。
祭
日
二
月
四

日
・
四
月
十
七
日
・
七
月
十
五
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。
明
治
六
年
『
村
社
』
に
列
格
。
明
治
四
十
一
年

十
二
月
二
十
八
日
、
幣
帛
料
供
進
神
社
に
指
定
さ
れ
る
。
明
治
四
十
五
年
三
月
、
無
格
社
「
稲
荷
神
社
」

を
合
祀
す
。
昭
和
二
十
四
年
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

神
社
行
事 

 

春
祭
二
月
二
十
日
・
例
大
祭
四
月
十
五
日
・
秋
祭
十
一
月
二
十
五
日 

伝
統
行
事 

 

不
詳 
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建
御
雷
神
社
【
備
後
】 

ご
祭
神
は 

 

別 わ
け

雷
い
か
づ
ち
の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
口
碑
に
よ
る
と
、
備
後
村
の
住
人
、
森
泉
金
兵
衛
の
畑
に
落
雷
が
あ

り
、
金
兵
衛
が
そ
の
土
地
に
社
殿
を
建
立
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

明
和
年
間
【
一
、
七
六
四
～
七
一
】
、
備
後
村
下
組
の
鎮
守
と
し
て
祭
祀
さ
れ
た
。
こ
の
地
域
の
人
は

板
倉
講
を
組
織
し
て
代
参
詣
り
を
し
て
い
た
。 

◎
備
後
村
に
鎮
守
が
四
ヶ
所
あ
る
の
は
、
地
域
内
に
、
江
戸
時
代
、
旗
本
の
知
行
地
が
三
ヶ
所
と
天
領

地
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
名
主
が
置
か
れ
て
い
た
故
に
こ
の
様
に
鎮
守
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域

に
祭
祀
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
雷
電
社
、
是
も
鎮
守
と
す
、
村
民
の
持
ち
と
記
さ
れ
て
い
る
。 
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『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
建
御
雷
社
、
「
平
社
」
村
の
東
方
字
大
道
東
に
あ
り
、
建
御
雷
男
命
を
祀

る
。
祭
日
七
月
十
五
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

明
治
六
年
四
月
「
無
格
社
」
。
昭
和
二
十
四
年
十
月
十
八
日
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

神
社
行
事 

 

春
祭
二
月
二
十
二
日
・
例
祭
七
月
十
五
日
・
秋
祭
十
一
月
二
十
七
日 

伝
統
行
事 

 

不
詳 

  
香
取
神
社
【
大
畑
】 

ご
祭
神
は 

 

経
津

ふ

つ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

 

別 わ
け

雷

神

い
か
づ
ち
の
か
み 
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櫛 く

し

麻 ま

知
命

ち
の
み
こ
と

【

卜

事

う
ら
な
い
ご
と

を
執
行
す
る
神
】 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
、
明
治
四
十
三
年
一
月
十
八
日
「
無
格
社
」
雷
電
社
・
櫛
麻
知
神
社
を
合
祀
す

る
。
明
治
六
年
『
村
社
』
に
列
格
す
。
大
正
十
二
年
九
月
の
関
東
大
震
災
に
よ
り
本
殿
大
破
し
修
繕
す

る
。 昭

和
二
十
四
年
八
月
二
十
五
日
「
宗
教
法
人
」
登
録
す
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
「
香
取
社
」
村
の
鎮
守
な
り
、
村
民
の
持
ち
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
他
に
雷
電
社
、
西
光
寺
持
ち
、
弁
天
社
村
持
ち
と
あ
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、「
香
取
社
」
村
社
、
村
の
中
央
に
あ
り
、
経
津
主
命
を
祀
る
。
祭
日
二
月
・

六
月
共
に
十
五
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。
合
祀
さ
れ
た
神
社
の
「
櫛
麻
知
神
社
」
・
「
雷
電
神
社
」
に
つ
い

て
は
、
櫛
麻
知
神
社
、
平
社
に
て
櫛
麻
知
命
を
祀
る
。
祭
日
二
月
十
五
日
・
雷
電
神
社
、
平
社
に
て
、

村
の
西
方
に
あ
り
、
別
雷
命
を
祀
る
。
祭
日
六
月
十
五
日
と
あ
る
。 
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神
社
行
事 

 
春
祭
二
月
二
十
二
日
・
例
大
祭
七
月
十
五
日
・
秋
祭
十
一
月
三
十
日 

伝
統
行
事 

 

こ
の
神
社
に
は
毎
年
七
月
十
五
日
の
夜
中
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
埼
玉
県
指
定
無
形
文
化
財
の
『
や

っ
た
り
踊
り
』
が
あ
る
。 

 

『
や
っ
た
り
踊
り
』
と
は
、
昔
、
粕
壁
宿
が
、
日
光
街
道
の
宿
場
町
と
し
て
古
く
か
ら
開
け
、
近
郷

の
各
村
で
は
、
日
光
道
中
の
伝
馬
助
郷
を
負
担
す
る
夫
役
を
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
夫
役
は
そ
の
村
の
土

地
の
面
積
に
比
例
し
て
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
、
各
村
で
は
不
毛
地
も
対
象
に
な
る
の
で
、
な
る
べ
く
不

毛
地
を
所
有
し
な
い
よ
う
に
つ
と
め
て
い
た
。
た
ま
た
ま
備
後
村
と
大
畑
村
の
境
界
に
全
く
何
も
耕
作

出
来
な
い
土
地
が
あ
っ
た
。
【
場
所
は
武
里
駅
付
近
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
】
こ
の
土
地
を
両
村
で
押
付

け
合
い
、
毎
年
交
替
で
こ
の
土
地
の
年
貢
を
負
担
し
、
夫
役
の
賄
い
を
し
て
い
た
が
、
毎
年
不
毛
地
を

押
付
け
合
っ
て
も
将
来
の
こ
と
を
考
え
て
何
方
か
に
所
有
権
を
帰
属
し
よ
う
と
し
た
が
、
決
着
が
つ
か
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な
い
で
困
惑
し
て
い
た
。
あ
る
時
、
両
村
の
村
役
人
が
話
合
い
、
相
撲
に
よ
っ
て
土
地
の
帰
属
を
決
し

よ
う
と
言
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
神
社
の
境
内
で
相
撲
大
会
が
開
か
れ
、
大
畑
村
に
軍
配
が
挙
が
っ
た
。

こ
の
時
、
大
畑
村
の
人
々
は
大
喜
び
の
余
り
『
ヤ
ッ
タ
リ
、
ヤ
ッ
タ
リ
』
と
囃
子
た
て
て
踊
り
廻
っ
た

と
言
う
。
そ
れ
以
後
吉
例
と
し
て
、
こ
の
遺
風
を
残
し
た
の
が
、
『
ヤ
ッ
タ
リ
踊
り
』
の
始
ま
り
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
『
や
っ
た
り
』
の
名
称
は
踊
り
の
囃
子
言
葉
に
『
ヤ
ッ
タ
リ
ナ
ー
ヤ
ッ
タ
リ
ナ
ー
』
の
言

葉
か
ら
付
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
昭
和
三
十
年
埼
玉
県
の
無
形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。

こ
の
行
事
は
毎
年
七
月
十
五
日
、
こ
の
香
取
神
社
境
内
で
行
な
わ
れ
て
い
る
。
当
日
は
夜
十
時
過
ぎ
か

ら
、
大
畑
の
若
衆
が
揃
い
の
浴
衣
に
赤
の
あ
げ
鉢
巻
、
白
足
袋
に
赤
緒
の
草
履
を
履
き
、
西
光
寺
に
集

合
し
て
、
冷
酒
で
前
祝
い
を
済
ま
せ
て
行
列
を
整
え
神
社
に
練
り
込
む
の
で
あ
る
。
行
列
は
若
衆
頭
を

先
頭
に
大
幣
を
捧
げ
る
先
導
者
・
笛
方
・
大
太
鼓
・
踊
り
手
と
続
き
道
中
を
囃
子
に
の
っ
て
、
『
ト
リ
レ

ー
メ
』
と
言
う
奇
妙
な
踊
り
で
神
社
の
境
内
へ
繰
り
込
む
。
境
内
に
入
り
社
殿
を
一
周
し
て
、
社
前
の

中
央
に
十
メ
ー
ト
ル
程
の
大
万
燈
を
建
て
、
先
導
者
が
祝
詞
を
奏
上
す
る
。
【
唱
え
言
葉
は
『
神
々
の
大
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伊
勢
な
れ
ば
、
弥
勒
踊
り
お
め
で
た
や
お
め
で
た
や
』
】
そ
の
間
踊
り
手
は
蹲
居
し
た
ま
ま
、
右
肩
を
脱

ぎ
長
襦
袢
の
袖
を
出
し
て
、
左
裾
を
端
折
り
扇
子
を
開
い
て
右
手
に
持
っ
て
待
つ
、
唱
え
が
終
わ
る
と
、

踊
り
が
始
ま
る
。
こ
の
踊
り
の
種
類
は
、
「
扇
子
踊
り
」
と
「
手
踊
り
」
の
二
種
類
が
あ
る
。 

 

こ
の
踊
り
は
、
単
調
だ
が
、
蔭
影
の
深
い
念
仏
調
独
特
の
哀
韻
を
こ
め
た
歌
に
の
っ
て
、
大
変
勇
壮

な
舞
で
、
力
強
く
、
激
し
い
踊
り
の
為
、
若
者
で
な
い
と
踊
り
切
れ
な
い
舞
で
あ
る
。 

  

香
取
神
社
【
大
枝
】 

ご
祭
神
は 

 

経
津

ふ

つ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

木
花
開
耶
姫

こ

の

さ

く

や

ひ

め

の

尊
み
こ
と 

 

別 わ
け

雷

神

い
か
づ
ち
の
か
み 
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面 お

も

足
た
る
の

尊
み
こ
と 

 
惶

か
し
こ

根 ね

尊
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
。
明
治
四
十
二
年
七
月
一
日
、
「
浅
間
神
社
」
・
「
第
六
天
神
社
」
・
「
別
雷
神
社
」

を
合
祀
し
、
『
村
社
』
に
列
格
さ
れ
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、「
香
取
社
」
村
の
鎮
守
と
す
。「
浅
間
社
」
歓
喜
院
持
ち
。「
雷
電
社
」

歓
喜
院
持
ち
。
「
第
六
天
社
」
歓
喜
院
持
ち
。
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
浅
間
社
」
村
社
、
字
池
の
端
に
あ
り
、
木
花
開
耶
姫
命
を
祀
る
。
祭
日

六
月
一
日
。
「
香
取
社
」
平
社
、
字
屋
敷
前
耕
地
に
あ
り
、
経
津
主
命
を
祀
る
。
祭
日
三
月
二
十
一
日
。

「
第
六
天
社
」
平
社
、
字
屋
敷
前
耕
地
に
あ
り
、
面
足
尊
を
祀
る
。
祭
日
六
月
十
五
日
。
「
雷
電
社
」
平

社
、
字
井
堀
外
に
あ
り
、
別
雷
命
を
祀
る
。
祭
日
六
月
十
五
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。 
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神
社
行
事 

 
春
祭
二
月
二
十
一
日
・
例
祭
四
月
二
十
一
日
・
秋
祭
十
一
月
二
十
七
日 

伝
統
行
事 

 
 

不
詳 

 
 

 

香
取
神
社
【
薄
谷
】 

ご
祭
神
は 

 

経
津

ふ

つ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

 

別 わ
け

雷

神

い
か
づ
ち
の
か
み 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
口
碑
に
よ
る
と
安
政
年
間
【
一
、
八
五
四
～
五
九
】
香
取
神
宮
へ
氏
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子
中
の
代
参
を
立
て
帰
着
の
日
、
二
月
十
一
日
を
例
祭
日
と
定
め
た
と
言
う
伝
え
が
あ
る
。 

 
明
治
六
年
五
月
『
村
社
』
に
列
格
。
明
治
十
五
年
二
月
二
日
、
「
雷
電
社
」
を
合
祀
す
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
香
取
社
、
村
の
鎮
守
な
り
、
真
福
寺
持
ち
。
ま
た
雷
電
社
は
村
持

ち
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
香
取
社
」
、
村
社
に
て
字
中
道
耕
地
に
あ
り
、
経
津
主
命
を
祀
る
。
祭

日
二
月
十
一
日
。
「
雷
電
社
」
平
社
、
字
久
仏
耕
地
に
あ
り
、
別
雷
命
を
祀
る
。
祭
日
七
月
五
日
と
記
さ

れ
て
い
る
。 

神
社
行
事 

 

春
祭
二
月
十
一
日
・
例
祭
七
月
十
一
日
・
秋
祭
十
二
月
五
日 

伝
統
行
事 

 
 

不
詳 
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稲
荷
神
社
【
中
野
】 

ご
祭
神
は 

 

宇
迦
之

う

が

の

御
魂

み
た
ま
の

神 か
み 

 

経
津

ふ

つ

主
ぬ
し
の

神 か
み 

別 わ
け

雷

神

い
か
づ
ち
の
か
み 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
。 

明
治
六
年
『
村
社
』
に
列
格
。
明
治
四
十
五
年
五
月
二
十
八
日
境
内
社
「
香
取
神
社
」
・
「
雷
電
社
」

を
合
祀
す
る
。
大
正
十
二
年
九
月
の
関
東
大
震
災
で
、
社
殿
倒
壊
、
大
正
十
五
年
六
月
再
建
さ
れ
る
。 

 

昭
和
二
十
四
年
十
月
十
八
日
「
宗
教
法
人
」
登
録
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
「
香
取
社
」
村
の
鎮
守
な
り
、
宝
性
院
の
持
ち
、
末
社
に
愛
宕
・
稲

荷
と
記
さ
れ
て
い
る
。 



26 

 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
香
取
社
」
村
社
に
て
字
根
耕
地
に
あ
り
、
経
津
主
命
を
祀
る
。
祭
日
一

月
七
日
・
七
月
七
・
八
の
両
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

神
社
行
事 

 

春
祭
二
月
二
十
六
日
・
例
祭
七
月
八
日
・
秋
祭
十
二
月
五
日 

伝
統
行
事 

二
月
二
十
六
日
の
春
祭
に
「
オ
ビ
シ
ャ
」
を
行
な
う
。 

七
月
八
日
の
例
祭
日
に
は
、
雤
灯
籠
祭
を
行
な
う
。 

     



27 

 

香
取
神
社
【
大
場
】 

ご
祭
神
は 

経
津

ふ

つ

主

命

ぬ
し
の
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
な
れ
ど
、
口
碑
に
よ
る
と
、
文
安
三
年
【
一
、
四
四
六
】
下
総
国
香
取
郡
の
香

取
神
宮
よ
り
勧
請
さ
れ
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
香
取
社
、
村
の
鎮
守
な
り
、
文
安
三
年
の
勧
請
と
の
み
伝
う
、
村

民
の
持
ち
、
末
社
に
八
幡
・
稲
荷
・
疱
瘡
神
・
観
音
堂
【
本
地
仏
十
一
面
観
音
を
安
ず
。
】
と
記
さ
れ
て

い
る
。 

◎
他
に
「
稲
荷
社
」
二
宇
。
「
雷
電
社
」
二
宇
四
社
共
に
光
明
寺
持
ち
と
あ
る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
香
取
社
」
村
社
に
て
字
裏
に
あ
り
、
経
津
主
命
を
祀
る
。
祭
日
四
月
三
日

と
記
さ
れ
て
い
る
。 



28 

 

 

こ
の
他
に
、
「
稲
荷
社
」
平
社
字
裏
と
村
の
南
方
に
あ
り
、
祭
日
二
月
初
午
と
あ
る
が
、
現
在
そ
の
所

在
は
不
明
。 

神
社
行
事 

 
 

不
詳 

伝
統
行
事 

 
 

不
詳 

  
水
神
社
【
増
田
新
田
】 

ご
祭
神
は 

 

水
波
能
売

み
ず 

は 

の
う
め
の

命
み
こ
と 

由
緒
・
沿
革 



29 

 

 

鎮
座
年
月
日
は
不
詳
。
当
地
は
昔
、
大
場
沼
と
言
わ
れ
た
土
地
を
岩
槻
城
主
小
笠
原
佐
渡
守
よ
り
開

墾
を
命
ぜ
ら
れ
、
宝
永
三
年
【
一
、
七
〇
六
】
に
岩
槻
字
久
保
町
宿
に
居
住
し
て
い
た
増
田
彦
右
衛
門

と
い
う
者
が
開
墾
し
て
、
明
和
六
年
に
完
成
し
た
新
田
で
あ
り
、
そ
の
人
の
姓
を
付
け
て
地
名
と
し
た

と
言
う
。
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』
に
は
、
「
水
神
社
」
の
記
載
は
な
い
。
神
社
と
し
て
は
、
「
稲
荷
社
」
鎮
守

と
す
、
中
野
村
里
正
【
名
主
】
の
持
ち
、
「
七
面
堂
」
岩
槻
久
保
宿
町
の
民
持
ち
と
す
。
と
記
さ
れ
て
い

る
。 

 

『
武
蔵
国
郡
村
誌
』
に
は
、
「
水
神
社
」
平
社
に
て
、
村
の
西
方
に
あ
り
、
水
波
能
売
命
を
祀
る
。
祭

日
六
月
十
四
日
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

そ
の
他 
 

不
詳 


